
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
に
お
い
て
当
該
欠
落

部
分
が
記
載
さ
れ
て
い
る
箇
所
の
説
明
を
、
規
則

20.5
の
２
⒜

の
規
定
に
よ
り
適
当
な
明
細
書
等
の

補
充
を
す
る
と
き
（
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は

図
面
の
全
部
を
補
充
す
る
と
き
を
除
く
。）は
、
優

先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
に
お
い
て
当
該

適
当
な
明
細
書
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
箇
所
の
説

明
を
、
様
式
第
十
二
又
は
様
式
第
十
二
の
二
に
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
に
お
い
て
当
該
欠
落

部
分
が
記
載
さ
れ
て
い
る
箇
所
の
説
明
を
様
式
第

十
二
又
は
様
式
第
十
二
の
二
に
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

出
願
人
が
、
規
則
20.5
⒜

の
規
定
に
よ
り
当
該

欠
落
部
分
の
補
充
を
す
る
と
き
又
は
規
則
20.5
の
２

⒜

の
規
定
に
よ
り
当
該
適
当
な
明
細
書
等
の
補

充
を
す
る
と
き
は
、
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
の
六
第
一
項
又
は
第
二

十
九
条
の
七
」
と
、「
明
細
書
等
の
引
用
補
充
」
と

あ
る
の
は
「
欠
落
部
分
の
補
充
又
は
適
当
な
明
細

書
等
の
補
充
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

出
願
人
が
、
規
則
20.5
⒜

の
規
定
に
よ
り
当
該

欠
落
部
分
の
補
充
を
す
る
と
き
は
、
第
二
十
九
条

の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
第
二
十
九
条
の

二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
の
六
第

一
項
又
は
第
二
十
九
条
の
七
」
と
、「
明
細
書
等
の

引
用
補
充
」
と
あ
る
の
は
「
欠
落
部
分
の
補
充
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
国
際
出
願
日
の
認
定
及
び
そ
の
通
知
）

（
国
際
出
願
日
の
認
定
及
び
そ
の
通
知
）

第
二
十
九
条
の
九

特
許
庁
長
官
は
、
出
願
人
が
第

二
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基

づ
く
欠
落
部
分
の
補
充
又
は
適
当
な
明
細
書
等
の

補
充
を
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
し
た
と
き

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
当
該
各
号

に
定
め
る
規
定
に
よ
り
当
該
欠
落
部
分
の
補
充
又

は
当
該
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
に
係
る
国
際
出

願
の
国
際
出
願
日
を
認
定
し
、
又
は
訂
正
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
際
出
願
日
と
し
て

認
定
す
る
日
が
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
国
際
出
願
日
と
同
じ
日

と
な
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
九
条
の
九

特
許
庁
長
官
は
、
出
願
人
が
第

二
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
欠
落
部
分

の
補
充
を
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
し
た
と
き

は
、
当
該
欠
落
部
分
の
補
充
に
係
る
国
際
出
願
の

国
際
出
願
日
を
規
則
20.5
⒝
若
し
く
は
20.5
⒟
の
規
定

に
よ
り
認
定
し
、
又
は
規
則
20.5
⒞
の
規
定
に
よ
り

訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
際
出

願
日
と
し
て
認
定
す
る
日
が
法
第
四
条
第
一
項
又

は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
国
際
出
願

日
と
同
じ
日
と
な
る
と
き
は
、こ
の
限
り
で
な
い
。

一

第
二
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命

令
に
基
づ
く
欠
落
部
分
の
補
充
を
同
項
に
規
定

す
る
期
間
内
に
し
た
場
合

規
則
20.5
⒝
若
し
く

は
20.5
⒟
の
規
定
に
よ
る
認
定
又
は
規
則
20.5
⒞
の

規
定
に
よ
る
訂
正

﹇
新
設
﹈

二

第
二
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命

令
に
基
づ
く
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
を
同
項

に
規
定
す
る
期
間
内
に
し
た
場
合

規
則
20.5
の

２
⒝
若
し
く
は
20.5
の
２
⒟
の
規
定
に
よ
る
認
定

又
は
規
則
20.5
の
２
⒞
の
規
定
に
よ
る
訂
正

﹇
新
設
﹈

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充

に
係
る
国
際
出
願
の
国
際
出
願
日
を
規
則
20.5
の
２

⒝
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
、
又
は
規
則
20.5
の
２
⒞

の
規
定
に
よ
り
訂
正
し
た
と
き
は
、
そ
の
誤
つ
て

提
出
さ
れ
た
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の

全
部
又
は
一
部
は
、
当
該
国
際
出
願
に
含
ま
れ
な

い
も
の
と
み
な
す
。

﹇
新
設
﹈

３

特
許
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
際

出
願
日
を
認
定
し
た
と
き
は
、
当
該
国
際
出
願
日

と
し
て
認
定
し
た
日
を
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
国

際
出
願
日
を
訂
正
し
た
と
き
は
、
そ
の
訂
正
後
に

お
け
る
国
際
出
願
日
を
、
そ
れ
ぞ
れ
出
願
人
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
出

願
日
を
認
定
し
た
と
き
は
、
当
該
国
際
出
願
日
と

し
て
認
定
し
た
日
を
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
際

出
願
日
を
訂
正
し
た
と
き
は
、
そ
の
訂
正
後
に
お

け
る
国
際
出
願
日
を
、
そ
れ
ぞ
れ
出
願
人
に
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
出
願
人
が
第
二
十
九
条
の

七
の
規
定
に
よ
る
欠
落
部
分
の
補
充
又
は
適
当
な

明
細
書
等
の
補
充
を
同
条
に
規
定
す
る
期
間
内
に

し
た
場
合
に
準
用
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
出
願
人
が
第
二
十
九
条
の

七
の
規
定
に
よ
る
欠
落
部
分
の
補
充
を
同
条
に
規

定
す
る
期
間
内
に
し
た
場
合
に
準
用
す
る
。

（
欠
落
部
分
の
補
充
の
取
下
げ
等
）

（
欠
落
部
分
の
補
充
の
取
下
げ
）

第
二
十
九
条
の
十

出
願
人
は
、
前
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
通
知
の
日
か
ら
一
月
間
に
限
り
、
同
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
出
願
日
が
訂
正
さ
れ

た
国
際
出
願
に
係
る
欠
落
部
分
の
補
充
又
は
適
当

な
明
細
書
等
の
補
充
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
二
十
九
条
の
十

出
願
人
は
、
前
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
通
知
の
日
か
ら
一
月
間
に
限
り
、
同
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
出
願
日
が
訂
正
さ
れ

た
国
際
出
願
に
係
る
欠
落
部
分
の
補
充
を
取
り
下

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
欠
落
部
分
の
補
充
又
は
適

当
な
明
細
書
等
の
補
充
の
取
下
げ
が
あ
つ
た
と
き

は
、
欠
落
部
分
の
補
充
又
は
適
当
な
明
細
書
等
の

補
充
に
係
る
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
際
出

願
日
の
訂
正
は
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
欠
落
部
分
の
補
充
の
取
下

げ
が
あ
つ
た
と
き
は
、
欠
落
部
分
の
補
充
に
係
る

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
日
の
訂
正

は
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
欠
落
部
分
の
補
充
又
は

適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
の
取
下
げ
は
、
様
式
第

十
五
の
三
又
は
様
式
第
十
五
の
四
に
よ
り
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
欠
落
部
分
の
補
充
の
取

下
げ
は
、
様
式
第
十
五
の
三
又
は
様
式
第
十
五
の

四
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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